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議案第３５号 

小田原市介護保険条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   第９期おだわら高齢者福祉介護計画の計画期間となる令和６年度から令和８年度

までの期間に係る第１号被保険者の保険料率を定めるため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 令和６年度から令和８年度までの期間に係る保険料率（第５条関係） 

令和６年度から令和８年度までの期間に係る第１号被保険者の保険料率を次の

ように定めることとする。 

所得段階区分 保険料率(年額) 

第 １ 段 階 

老齢福祉年金受給者である市町村民税世帯非課

税者、生活保護法の被保護者並びに市町村民税

世帯非課税者で前年の公的年金等の収入金額及

びその他の所得額の合計額が８０万円以下の者 

３２，７００円 

（減額賦課により

２０，４８０円） 

第 ２ 段 階 

市町村民税世帯非課税者で前年の公的年金等の

収入金額及びその他の所得額の合計額が１２０

万円以下の者 

４９，２３０円 

（減額賦課により

３４，８６０円） 

第 ３ 段 階 

市町村民税世帯非課税者で前年の公的年金等の

収入金額及びその他の所得額の合計額が１２０

万円を超える者 

４９，５９０円 

（減額賦課により

４９，２３０円） 

第 ４ 段 階 

市町村民税非課税者で前年の公的年金等の収入

金額及びその他の所得額の合計額が８０万円以

下の者 

６４，６９０円 

第 ５ 段 階 

市町村民税非課税者で前年の公的年金等の収入

金額及びその他の所得額の合計額が８０万円を

超える者 

７１，８８０円 

第 ６ 段 階 合計所得金額が１２０万円未満の者 ８６，２５０円 

第 ７ 段 階 合計所得金額が２１０万円未満の者 ９３，４４０円 

第 ８ 段 階 合計所得金額が３２０万円未満の者 １０７，８２０円 

第 ９ 段 階 合計所得金額が４２０万円未満の者 １２２，１９０円 

第１０段階 合計所得金額が５２０万円未満の者 １３６，５７０円 
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第１１段階 合計所得金額が６２０万円未満の者 １５０，９４０円 

第１２段階 合計所得金額が７２０万円未満の者 １６５，３２０円 

第１３段階 合計所得金額が８００万円未満の者 １７２，５１０円 

第１４段階 合計所得金額が１，０００万円未満の者 １７９，７００円 

第１５段階 
第１段階～第１４段階のいずれにも該当しない

者 
１８６，８８０円 

  ２ その他 

    １による保険料率の設定に伴う所要の規定の整備を行うこととする。 

 ［適  用］ 

令和６年度から令和８年度までの各年度分の保険料について適用 


